様式第２号
資力に関する申出書
　大分市長　足立　信也　様

　私、　　佐賀関　太郎　　は、（令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災）のため、住家が半壊しております。

　住家を修理する資力が下記の理由のとおり不足するため、応急修理を実施していただきますようお願いします。
　※借家の場合にあっては所有者（貸主）が修理をできず、かつ同意を得ています（貸主の資力状況に関する挙証資料が必要です）。
記


※世帯の収入の状況、資力が不足する理由を具体的にご記入ください。

例１　貯蓄が　　　　　　円しかなく、収入は年金のみで生活費だけでなくなり、
余裕がない。そのため、応急修理を実施できる資力はありません。

例２　世帯収入が月額　　　　　　円と少なく、生活費や○○ローンの支払いなどで

　　　余裕がない。そのため、応急修理を実施できる資力がありません。

例３　施設に入所している母の利用料が月　　　　万円、息子の大学の学費と生活費

　　　の仕送りが月　　　万円ある。そのため、応急修理を実施できる資力はありません。

例４　大雨被害で店舗を閉鎖し、収入が全くない状況である。

そのため、応急修理を実施できる資力はありません

令和　７年１２月　１日

申出者　　　被害を受けた住宅の所在地

　　　大分市大字佐賀関２の１２３４番地の２の１
現住所　大分市大字佐賀関１４０７番地の２
氏名　　佐賀関　太郎　　　　　 　　　　

借家の場合の貸主　　　　　　　 現住所 　　　　　　　　　　　　　　　 　
氏名　　　　　　　　　　　　　     　　
　資力に関する申出の内容として、例えば、

・高齢で年金収入しかなく、修理する費用がない。

・住宅ローンがあり、これ以上の資金を工面することができない。

・子どもの養育・教育費の支出が多く、修理代を工面することができない。

・多子世帯で日々の生活費用の支出が多く、修理代を工面することができない。

・自宅だけでなく、事業所又は田畑等も被害に遭い、これらの補修に係る費用に多額の費用が掛かること、また、事業を再開するまでの間、収入が見込めない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　※なお、これらはこれまでの精算監査等で資力に関する申出に記載れていた事例を簡潔に記載したものであり、これらに対象が限定されるものではない。
　　※貸主が法人である場合は応急修理の対象とはなりません。
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